
沖縄県立看護大学あり方検討委員会 設置要綱

（目的）
第１条 沖縄県立看護大学（以下「看第７次沖縄県行財政改革プランに基づき、

自律的な大学運営体制を構築するために、看護大護大学という ）の自主的・。」
あり方を検討し、必要な助言を得るため、有識者による「沖縄県立看護学の

大学あり方検討委員会 （以下、｢検討会｣とする ）を設置する。」 。

（検討事項）
第２条 検討会は、次に掲げる事項の検討を行い、学長に提言する。
（１）看護大学が果たしてきた役割と課題に関すること
（２）大学を取り巻く環境の変化と看護大学の果たすべき役割に関すること
（３）看護大学における望ましい運営体制に関すること
（４）前号に掲げる事項を実現するために推進すべき方策
（５）その他、看護大学のあり方に関する必要な事項
※27 年度は （１）及び（２）を中心に検討する。、

（構成・任期）
第３条 検討会は県保健医療政策課と協議の上、看護大学 学長から委嘱され
た有識者をもって構成する。

２ 委員の任期は、２年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期
間とする。

３ 委員の構成は９人以内とする。

（運営）
第４条 検討会は、委員長が招集し、議事進行を行う。
２ 委員長は、委員の互選により選出する。
３ 委員長は、必要に応じて、委員以外の有識者等に対し、検討会への出席
を求めることができる。

４ 委員長は、自らが検討会に出席できない場合、委員の中から委員長代理
を指名することとする。

５ 検討会は、原則として公開とし、議事については議事要旨を公開するも
のとする。なお、資料についても原則公開とするが、公開することが不
適切なものについては委員長の判断で非公開にできる。

（事務局）
第５条 検討会の事務局は、看護大学が務める。

（その他）
第６条 上記の定めのない事項で、検討会の運営に必要なものについては、別
に定める。

（附則）
この要綱は、平成28 年３月１４日から施行する
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